
不動産流通市場活性化フォーラム 
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無回答, 3% 

主任者の資格を持つ 
従業者と持たない従業者

の内訳 

宅建主任者 
主任者 
資格なし 

43.4% 55.2% 

宅建主任者の資格を 
持たない従業者がいる 81％ 

従業員全員が宅建主任者  16％ 
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0 20 40 60 80 100 

①宅建協会・全宅保証による研修 

②参加ＦＣが実施する教育研修制度 

③他に業界で実施されている教育研修制度 

④他業界で実施されている教育研修制度 

代表者 従業者（宅地建物取引主任者） 従業者（宅地建物取引主任者以外） 無回答 
※複数回答 
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53.6  

46.8  

33.3  
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17.1  

7.7  

0.5  

0 10 20 30 40 50 60 

実務の技能向上に繋がるような研修が少ない 

能力に応じて選択できる研修プログラムが少ない 

一般従業者の基礎能力アップのための研修が少ない 

地域によって講習の内容や実施頻度が異なる 

主任者の更なるスキルアップにつながり難い 

その他 

無回答 

％ 

業界の教育研修制度全般 宅建協会・全宅連・全宅保証の教育研修制度 
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中古住宅購入検討者が非常に期待した順位
と中古住宅購入者が満足した順位の比較 
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購入検討者が期待した順位と購入者が満足した順位のランキング差（マイナス：期待したより満足度が低い）

受付・接客
税金・資金計画等

相談対応

不動産広告・
現地案内

【出典】 

リクルート住宅総研：不動産仲介会社への期待と満足度調査 

【備考】 

・調査対象：過去3年以内に中古住宅購入検討時に仲介会社と直
接接触を持ったことのある住宅購入検討者、購入者、検討中止者 

・調査時期：2010年7月21日～30日  ・調査方法：インターネ
ット調査 
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（不動産取引所の創設） 

①現状、築２５年以上の居住用建物は、宅建業者が価格査定をし価値を認めても、金融機関から担保評価されないことが多く、
リフォームも評価に考慮されにくい。ローンが付かなければほとんどの消費者は購入できない。 
②２５年以上経過した建物でも市場流通性があるとわかれば、金融機関も担保価値を認めるのではないか。 
不動産取引所における取扱物件数が増えることで、建物の市場価値（気配値）が把握できる。 
③宅建業者は取引所において、消費者保護のために様々な業務を行うとともに、周辺業務のコーディネーターとなる。 
④不動産は、個人の財産であると同時に国の財産でもある。 
プロが優良な物件を市場に流通させ、財産価値を創造する。→ 無から有へ。 

☆宅建業者が媒介・コーディネート 
・建物検査（インスペクション） 
・不具合部分を改修 
・住宅瑕疵保険 
・ローンアドバイス 

サービサー 
破産管財人 
金融機関等 

消費者が入札 

落札（業者買取） 

不動産取引所 

B2Bプロ市場 

住宅記録等 
データベース 

B2C取引所（上場） 

再生して出展 

☆不動産流通を活性化させる公正・オープンな場で取引した物件に税制優遇などのインセンティブが必要 
☆居住用建物の担保評価時に金融機関が鑑定士に評価依頼することも必要 
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全体図 
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以下、2011年6月27日 第3回中古住宅・リフォームトータルプラン検討会より抜粋 
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平成22年度国土交通省補助採択 
          モデル事業 
（画面は平成22年度時点です。） 
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―平成23年7月5日付 住宅新報― 
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～このシステムの課題～ 
 
・全国対応には相当な費目が必要 
・金融機関の理解と税免除等が必要 
・2番、3番抵当権をスムーズに抹消できる法整備が必要 
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参考 
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